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(14) 逮捕及び監禁罪

(15) 逮捕等致死傷罪

(16) 傷害致死罪

(17) 傷害罪のうち傷害の程度が全治１か月以上のもの。ただし，児童虐待事件で，署長

が本部事件主管課長及び相談広報課長と協議して，公費支出をすることが妥当である

と認める場合は，傷害の程度にかかわらず，支払の対象とする。

(18) 上記の罪以外で，致死傷を結果とする結果的加重犯において，致死の結果が生じた

もの又は致傷の結果が生じたもののうち傷害の程度が全治１か月以上のもの（交通事

故事件に係るものを除く。）

３ 本制度の適用除外

被害者が次のいずれかに該当する場合は，本制度を適用しないものとする。

(1) 被害者が本制度の適用を希望しない場合

(2) 被害者に当初から被害申告の意思がない場合

(3) 被害者に当該犯罪行為を誘発する行為があった場合

(4) 被害者に当該犯罪行為を容認する行為があった場合

(5) 被害者が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属し，又は

属していたことが被害の原因である場合

(6) その他公費支出することが社会通念上，適切でないと認められる場合

４ 支払額

診断書等手数料の実費とし，診察，治療に係る費用は含まない。ただし，公費負担す

ることが妥当であると認める児童虐待事件については，初診時にかかる費用を含む。

５ 支払方法

支払は，原則として口座振替払いとする。

６ 申請手続

(1) 署長は，２に掲げる事件の発生に際し，公費を負担する妥当性について，本部事件

主管課長と協議すること。

(2) 署長は，犯罪被害者等に係る診断書手数料等の予算配賦について（依頼）（別記様

式）に必要事項を記載の上，医療機関からの請求書の写しを添付し，速やかに本部事

件主管課長に申請すること。

(3) 本部事件主管課長は，上記申請に基づき，警務部会計課長へ予算令達を依頼するこ

と。

(4) 各署から別記様式を受理した本部事件主管課は，その写しを警務部相談広報課被害

者支援室に送付すること。

７ 運用上の留意事項

(1) ２に掲げる事件に該当する場合であっても，被害者が，被害申告の際，既に診断書

等の手数料を支払っている場合は対象外とする。

(2) 公費を負担する妥当性の判断に当たっては，被害者の事件に対する責任の有無，暴

力団関係者の関与の有無等を基準にして適正な支出に努めること。

(3) この制度により診断書を徴する場合は，原則として，「犯罪捜査規範施行細則の解

釈及び運用について（通達）」（平成29年12月13日付け鹿刑企第145号ほか）に規定す

る診断経過書（別記第14号様式）によること。



3

別記様式（６関係）

１ 年 未 満 保 存

( 年 月 日まで)

Ａ ３ － ２ － １

号 外

年 月 日

殿

署 長

担当 ℡

犯罪被害者等に係る診断書手数料等の予算配賦について（依頼）

見出しのことについては，下記のとおり予算配賦を依頼する。

記

１ 配賦依頼額

円

事件被害者の 料（例：診断書，死亡診断書，死体検案書）

２ 事案の概要

(1) 発生日時

(2) 発生場所

(3) 被害者

(4) 被疑者（被害者との関係の有無）

(5) 概要

３ その他

医療機関からの請求書の写しを添付する。


